
「他機関との連携に基づく食を通した地域支援」

～チームアプローチと機関連携、家庭支援～

令和５年6月2日

一般社団法人こども宅食応援団

事務局 全国普及推進担当 本間

　九州児童家庭支援センター協議会　研修会　
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もともとの資料はこちら・・・



● これまで全国50箇所以上のこども宅食の立ち上げ・運営相談や、厚
労省と連携した勉強会などを実施

● 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

● 三菱商事  法務部（新規事業立ち上げ、 M&A、訴訟）および
営業部（輸出入取引、海外出資先の経営業務関連など）

● 2019年2月、子どもを育てた経験等から親子に関する社会課題に
取り組む仕事に就きたいと考え、 NPOに転職

● 認定NPOフローレンスにて、 2018年10月に佐賀で立ち上げた
ばかりの「こども宅食応援団」で経営企画・ 事業推進を担当

自己紹介
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一般社団法人こども宅食応援団 

事務局 全国普及推進担当  

本間 奏



まず最初に…団体紹介

こども宅食応援団とは？

4
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2018

10月　佐賀県のNPO誘致を受け、法人設立

2019

4月　佐賀県で初めての資金助成　２団体立ち上げ

宮崎、長崎、新潟などで立ち上げや
事業運営のサポートを開始

10月　ノウハウを共有するこども宅食サミット開催

2020

12月　レゴ社とクリスマスにLEGOプレゼント企画

　　　

　　　京都市で京都こども宅食　立ち上げ

1月　宮崎県で「こども宅食勉強会」

このように少しずつ仲間が増えていくなか、

全国で新型コロナウイルスの流行が拡大…
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5月　「こども宅食」が国の支援対象児童等見守り強化事業に入り

　　　食×アウトリーチの見守り活動が加速

7月-　「こども宅食」導入サポート勉強会を厚労省と実施

         全国のさまざまな団体の先行事例を紹介

2021

　　　コロナ対応の企業寄付金やマスク・食品などを

　　　全国のこども宅食団体に緊急支援

11月　連携団体が全国に増え、16地域29団体に

● 第2回こども宅食サミット開催

事例勉強会や実施団体相談会を実施

● 農水省に、こども宅食への政府備蓄米の活用を提案

最終的に、団体あたり年間１トンの無償提供が実現

● 全国の児童家庭支援センター２０箇所以上に

こども宅食資金助成を実施

新型コロナウイルス感染症の懸念 …2020

などなど



約 200 ／1,700自治体

応援団が連携する

こども宅食の導入団体

 104 団体

支援世帯数 
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こども宅食実施団体が

対象としている市町村

約1万世帯/６０万人

※パントリー形式による定期的な見守り世帯も含めると倍の2万世帯
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どんな担い手がいるのか？

さまざまな地域プレーヤーがこども宅食を導入しています！



全国の実施団体・自治体

こども宅食事業の数を増やし、家庭や地域への前向きな変化が生まれるような
事業が実施できるように、全国の団体の皆さんや国と協働していきたい

　■ 現場の課題を解決するための支援メニュー開発・提供
　先行事業のノウハウ集、研究・調査、食品/物資/資金提供

　■ 実施団体同士が連携できる実施団体間ネットワークの構築
　勉強会・研修実施、 サミット等イベントでの連携強化

国

事業を立ち上げる、運営する、改善に向けた試行錯誤をする

制度を設計する、変える、周知する、新しい制度を作る

　■ 現場の意見をふまえた制度改善のためのロビイングを実施する
現場では解決困難な課題の可視化、予算や制度の使い勝手の改善、新制度の提案
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こども宅食活動の「効果」の見える化のため、定性・定量調査なども実施
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「こども宅食」の普及を通じて目指すもの
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「こども宅食」は食支援？
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単なる食支援ではなく、

食支援をツールにした見守り活動です
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SOSを出す力 具体的なイメージ

一定ある 困っている自覚はあり、支援を受けるために自分から動くことができるが、支援を求める時間的・心理的余裕が無い

少ない

困っている自覚はあるが、以下のような背景から、支援に対する心理的ハードルがあり、自分から動くことが難しい。

● 支援を受けて過去に嫌な思いをした

● 相談に反対する家族がいる

● 情報を探すのが苦手、手続で煩雑だと諦めてしまう

窓口紹介や情報提供のようなきっかけに加え、動き出すための気持ちの準備や、支援を受けるための"支援”が必要。

とても低い
困っていることに自覚できていない。過去の経験から、行政や支援に対して拒否的・不信感を持っている。

関係構築をしながら、専門職も含め、働きかけないと支援につながりにくい。

事業の起点：　全国の活動報告を集めるなかで、援助希求力の弱い家庭、

孤立し周囲の見守りが届いていない家庭が地域に多くいることがわかった。



地縁・血縁などがあるなかで子育てを行っていた昔と比べ、

現代では 周囲に助けが少ない「子育て家庭の孤立化」が問題になっている ※

現代の子育て世帯を取り巻く環境：

現代の子育て世帯は、一緒に問題を考えたり解決を手伝う身近な伴走者が

少ない 「孤育て」 などが全国的な課題になっている

身近な伴走者が
いない 

❖ 母親自身が育った市区町村以外で子育てをしている 　7割

❖ 子どもを預かってくれる近所の人がいない　　　6割
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親族や近所の人など

困った…

どうしていいか
分からない



過去調査※：約3,000世帯のうち、444世帯・約14%  

「外出が困難になるような障害・ 
疾病がある」と回答* 

※n=3,173家庭（2021年8月の神戸こども宅食に申込んだ家庭）

14% 

障害・疾病 精神疾患

産後、多胎児育児

気持ちの落ち込み

日中動けない

ダブルワーク

車がない

ストレス

また、支援を受けに物理的に場に出てこれない親子がどの地域にも必ず存在します

444世帯 

子供だけで移動できない
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*認定NPO法人フローレンス提供（※一般に公開していないデータのため、公開・転載は不可）



援助希求力が低い家庭については、

こちらから「出張っていく（アウトリーチする）」必要がある

待つ福祉 出張る福祉

窓口で支援が必要な人が来るのを待つ 行政や専門機関などと
専門職以外の、さまざまな地域住民・NPO

などの支え手が連携し、
こちらから「つながり」を生み出していく

＜現状＞ ＜目指したい未来＞



支援
の必要性

困窮や生活課題

の重篤度など

援助希求力
（つながりにくさ）

*生活保護受給世帯のうち、母子世帯9.9万世帯
児童扶養手当受給世帯 93.9万世帯

一定
ある

とても
低い

少

30万世帯

視点：　いま日本で、地域で、どれくらいの世帯に支援や見守りが届いているのか？

困窮世帯 100万世帯 *
（全子育て世帯の8%）

「孤立度が高い
・援助希求力が
非常に低い」が

仮に３割× ＝

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000164401.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/datar01k/320.xlsx


さらに、家庭の状況は変化するため、

ある時点だけ接点があっても、変化や悪化の兆候に気づくことは難しい。予防が難しい

→ つながり・信頼関係を継続的に維持する仕組みの必要性

例）母子施設で人間関係がこじれ

他県に転居。頼れる人が周りにいない

例）家庭内DV、妻「誰かに相談したら怒られる、

言えない」。コロナで夫が失業し、ストレス増

例）妻が多胎児を出産し長期入院。

夫が育休をとり失職し、急激に家計が悪化
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目の前に見えている世帯以外に、

どんな世帯にリーチしていく活動

がいま必要なのか？

課題が悪化し、孤立が深まる前に

予防的にアプローチするには

どうすればいいのか…？

新しく
どこを？

ここの層は？
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特に ”支援が届きにくい” 親子に対し、

● できるだけ早くつながり（発見し）、

● その後も「家庭とのつながりを維持できる」

というアプローチ（手法）を地域に導入する　

　①の手法を行う人や団体を社会・地域にできるだけ増やし、

十分な数の家庭をカバーすることで状況悪化を予防する

やるべきこと ①

やるべきこと ②

この一つの

手法が

こども宅食



具体的な事例（宮崎県の三股町社協のこども宅食）
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ある利用家庭の事例

母親に軽度の知的障害の疑いがある、ひとり親家庭。

保育所から「子どもが食べていない様子なので、本人から申込が

あったら様子を見に行ってほしい」と社協に相談があった。

訪問すると本人は、自分ではきちんと自活できており、「支援は

不要」という認識だが、食事の提供も含め養育が難しい状況。

定期的なこども宅食の接点を通じ関係を構築し、

徐々に家事支援や母親の障害の手続、

子どもたちの学習支援などにつながった。

その後も様子に変わりがないか、相談事がないか、

こども宅食で継続見守りしている。



利用開始前に社協にて面談

「利用申し込みがあると最初にご家

庭を訪問し、顔を合わせて話すよう

にしています。

申し込みをしたということは、現状

を変えようと一歩踏み出した証拠

で、それがとても良かったというこ

とも最初にご家庭と共有するように

しています。

● 配送時には明るく挨拶し、食品は自然に渡

すようにしている。

● 周りの目もあるので目立たないように。

● 「困っていることがあれば三股町社協に相

談してください」

● 徐々に家庭の側から悩み事の吐露も

個別の声がけ

LINEや電話でつながっている

ので定期的に『変わりはな

いですか？』などと連絡す

るようにします。緩やかに

寄り添っていることを感じ

てもらえれば

月１回の配送をボランティアが

実施（担当制）

【体制の特徴】専門職のいる社協と、地域ボランティアが連携し見守り!
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専門的支援・
相談機関

こども宅食の
事務局

市役所など

児童相談所や要対協、病院など専門機関や学校

宅食の訪問ボランティア

社会福祉協議会
● 行政との連携、家庭との連絡、アセスメント

● ボランティアマネジメント（採用や研修、フォロー）

● 事業の立案、資金や物資の調達

協働（チーム）

社協が、①行政や関係機関との連携、②地域住民の巻き込みの中核になり、こども宅食を

導入する地域が全国でも増えています。　（※応援団の実施者ネットワークにも、全国から20社協が加盟）

地域住民 地域のこども食堂など

つなぐ

連携



ここで、「こうした見守りは、こども宅食でなくてもできるのでは？」

…その問いへの答えは、たしかに「YES」です

ただ、こども宅食（特に、対面訪問）は

ツールとして特に使いやすい点 があり、
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専門職でなくても、市民やボランティアの方も含め、
“身近な伴走者”の担い手が増えていくのに

活用してもらうと良いツールなのでは？と考えています。



▼活動（アプローチ）
の各ステップ

対面訪問型の
見守り活動

（訪問のみ・食品等無し）

対面訪問型の
見守り活動

（食品等あり）

来所型の
見守り活動

（食品等あり）

①支援が届きにくい世帯へのリーチ
物理的に場に出てこれない人や

見えにくい支援を希望する
（周囲に知られたくない人）の利用

利用して
もらい易い

利用して
もらい易い

利用してもらいづらい・
工夫が必要

②-1　関係構築のし易さ
単純接触効果（何度も会う）や

場の安心感（プライバシー）がある

し易い
※同右

し易い
・自宅（安心な場所）

・特に同じ人が訪問する

工夫次第
・顔見知りのスタッフ

・個室などなら場の安心感も

②-2　関係構築のし易さ
自然な接点、喜ばれる接点

難易度やや高い
訪問自体が喜ばれる

関係になっている場合など

し易い　
・喜ばれる食品等
・会話のきっかけ

し易い　
・喜ばれる食品等
・会話のきっかけ

③ 家庭の状況や困りごと、
変化を自然に（無理なく）

周囲が知る・気づく

非言語情報が多い
ので気付き易い

※同右

顔色や表情だけでなく、
服装や家の様子など

非言語情報が多い
ので気付き易い

難易度が高い
非言語情報は顔色や
服装などに限られる

（大部分は本人の説明が頼り）

◆対面訪問型のこども宅食がツールとして使いやすい点：専門職でなくても、「支援が届きにくい家庭に
出会える」、②関係構築しやすい、③変化や困りごとに気付きやすい。
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比較

比較

比較

比較



対面訪問では家の様子・子どもの表情などの　非言語情報が自然と入る（こども宅食の強み）
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三股町こども宅食で、ボランティア
が使っているチェックリスト

不登校の子ども。物資を届けに行った際には

顔を見せてくれ 、自分の好きな食べ物が入っているか、物資

が入っている袋の中を嬉しそうに見ている姿 があった。受

験についても話すことができた。

実際に訪問してみると、元々の養育力の低さや母の病気、

コロナによる収入減により食事にかける優先順位が

下がっており、一日1食食べられたら良い方。

家の中も混沌としており、とても子どもが

安心・安全に暮らせる環境とは言い難い状況 でした。

コロナ禍、母親が職場を解雇され

家庭にずっと居ることに。公営団地の

あまり広くない住居に、親子 3人が

時間を共有することが多くなり（1人は

不登校で在宅）煮詰まり状態 になりました。

お母さん自身が体調不良になり仕事を辞め、

自宅で仕事をしていたが不安定な状態であり、

宅食がとても助かったと言われていた。

現在は就職も決まり、子どもたちの

表情が以前より明るくなっていた。

各地の実際の事例



「こども宅食 （それ以外の見守り手法も含め） を導入した地域で

こんな変化（成果）が起こるといいな」と思っていること
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「おたがいさま」の精神で、

家庭が「困ったときに相談できる」

身近な存在になる。

家庭の状況や困りごと、変化を

自然に（無理なく）

周囲が知る・気づくことができる。

家庭の困りごとを何とかするため

地域の社会資源や人にもつなげてい

く。地域で家庭を気にかける人、

一緒に見守る人が増えていく。

成果  利用家庭の身近な伴走者が増える
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さらなる成果

支える人が地域に増える



こども宅食の申込み＝最初のSOS

初期の関係構築

困りごとを一緒
に考える

関係構築が進む
・様子が分かる

本人：また相談しようと
思う（SOSを出す力上がる）

家庭に関わる周
囲の人が増える

グルグル回る
好循環

こども宅食を導入することでの対象家庭と地域の変化

他の人・団体を頼る
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● 児童相談所、市町村子ども相談窓口、保健師、保育園・小学校などの子どもの所属機関、民生児童委員や民間支

援団体、地域のキーパーソンの協力を得て、食材提供が必要とされる子育て家庭を募った。子ども宅食が介入

困難家庭への介入のきっかけの一つとして、一カ所で抱え込まない支援体制構築の一助となっている。

● （もっと知りたいこと）　事業推進会議などを開催するにあたり、関係機関へどのように声をかけているか。特

にボランティアや福祉に初めて携わる者に向けて、その必要性をどのように説明することが有効か知りたい。

● （今後の課題）児童家庭支援センターが食支援を行う上での課題は、資金・人材不足。それらを解決するために

は地域に点在する機関や店舗の協力を得ることが不可欠

● （今後の課題）　◯◯市では見守り強化事業をどのような形で進めていくか検討中ですが、心配な家庭を子ども

食堂だけで抱えているケースは実際多くあり、児家センの専門性を活かした支援に繋ぐ形を作っていくこと

過去のこども宅食資金助成や座談会での振り返り・視点　 （※児童家庭支援センターの事業）



家庭だけでなく、支援者側にも仲間が増え、支援者の”孤立”も減っていく。

地域がチームになっていく
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このような地域共生社会の実現 （含、アウトリーチの実践） は、子ども分野だけでなく、福祉事業全体で

重層的支援体制整備事業を中心に、全国で取り組みが広がっており、応援団としても勉強中です。



ご参考資料
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特に ”支援が届きにくい” 親子に対し、

● できるだけ早くつながり（発見し）、

● その後も「家庭とのつながりを維持できる」

というアプローチ（手法）を地域に導入する　

①の手法を行う人や団体を社会・地域にできる

だけ増やし、十分な数の家庭をカバーすること

で状況悪化を予防する

やるべきこと ① やるべきこと ②この一つの

手法が

こども宅食

これらを促進する全国へのサポート

①ノウハウと ②資金等の共有(“share”)



①ノウハウの共有

◆全国の先行事業の座組や体制・工夫の詳細解説 ◆地域の見守りスキル向上のための研修

利用家庭への訪問時のポイント　～関係性を築いていくために～ 38



②資金等の共有

◆全国規模の資金助成　※今年度は物資助成の可能性 ◆サポート企業からの支援物品の全国おすそ分け

2022年11月　フローレンスと日本アクセス、全国の子育て家庭に食支援を届ける「こどもフードアライ

アンス」 2万世帯規模で実施

39



▼詳細や全国ネットワーク加盟申請はこちらから

https://hiromare-takushoku.jp/knowledge/

40
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